
 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

景観計画区域内における行為の届出書 

 

（表） 

 

 

  景観法第１６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

  この届出書及び添付図書に記載した事項は、事実に相違ありません。 

 

 （あて先）                        ○年 ○月 ○日 

  上 尾 市 長  

 

            提出者 住  所 ○○市○○町○丁目○―○  

                電話番号 ○○○―○○○―○○○○ 

                氏  名 ○○  ○○  

 

 

 

 

 行 為 の 場 所 

 

 

 

 区域の別  

 □一般課題対応区域 （→上尾市内全域これに該当）  

  （  □都市区域 □田園区域 □山地・丘陵区域  ） 

 □特定課題対応区域 （→上尾市内は無し） 

 □景観形成推進区域 （→上尾市内は無し） 

 地名地番  上尾市○○一丁目○―○ 

 

 

行  

 

 

為  

 

 

の  

 

 

種  

 

 

類  

 

 

 

 

 

 

□建  築  物  

 

 

 

 

 

 区分 

                          □修繕 

 □新築    □増築    □改築    □移転    □外観の変更  □模様替 

                          □色彩変更 

 用途  

「共同住宅」 

「事務所」「工場」等            

 高さ  

  

  １６．２０ ｍ  

 階数  

 

     ５    階  

 敷地面積  

 

２，３４０  ㎡  

 建築面積  

 

１，２３０ ㎡  

 延べ床面積  

 

５，２５０  ㎡  

 

 

□工  作  物  

 

 

 

 区分 

                         □修繕 

 □新築    □増築    □改築    □移転    □外観の変更  □模様替 

                         □色彩変更 

 用途  

「携帯電話用鉄塔」 

「独立広告塔」等            

 高さ  

 

  １５．２ ｍ  

 築造面積  

 

    ２４．０  ㎡  

□物件の堆
たい

積 

 種類  

 

           

 高さ  

 

       ｍ  

 土地の面積  

 

          ㎡  

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、

電話番号、名称、代表者の氏名  

市街化区域＝「都市区域」、 

市街化調整区域＝「田園区域」 

をチェックする。 

上尾市内は「物件の堆積」は届出不要  

該当するもの

をチェック。 

記入例 

※「届出対象行為に係る事前指導等  

の申出書」も同様の書き方です。 



 

 

（裏） 

 
 

 
 

 

行 
 

 
 

 
 

 
 

為 
 

 
 

 
 

 
 

の 
 

 
 

 
 

 
 

種 
 

 
 

 
 

 
 

類 

 
 

 
 

 

建 
 

築 
 

物 
 

・ 
 

工 
 

作

 
 

物 
 

・ 
 

物 
 

件 
 

の 
 

堆た

い 
 

積 

 

第  

 

一  

 

立  

 

面  

 

区                       分  割 合     

単位 (％ )  

彩色が施され 

 て い る 部 分 

 

 

色     彩  

(マンセル値) 

色  相  明  度  彩  度  

１０ＹＲ 
５Y 

８ 
６ 

２ 
８ 

６８ 
８ 

 点   滅   光   源  ■   有        □   無  ６ 

 屋 外 広 告 物 ■   有        □   無  ８ 

 彩色が施され  

ていない部分  
素  材  名  

コンクリート（無着色） 
木  （無着色） 

８ 
２ 

 計                                              １００％  

 

第  

 

二  

 

立  

 

面  

 

区                       分  割 合     

単位 (％ )  

彩色が施され 

 て い る 部 分 

 

 

色     彩  

(マンセル値) 

色  相  明  度  彩  度  

１０ＹＲ 

５Y 
８ 

６ 

２ 

８ 

７３ 

１４ 

 点   滅   光   源  □   有        ■   無   

 屋 外 広 告 物 ■   有        □   無  ５ 

 彩色が施され  

ていない部分  
素  材  名  コンクリート（無着色） ８ 

 計                                              １００％  

 

第  

 

三  

 

立  

 

面  

 

区                       分  割 合     

単位 (％ )  

彩色が施され 

 て い る 部 分 

 

 

色     彩  

(マンセル値) 

色  相  明  度  彩  度  

１０ＹＲ 
2.5ＧＹ 

８ 
７ 

２ 
３ 

６５ 
３５ 

 点   滅   光   源  □   有        ■   無   

 屋 外 広 告 物 □   有        ■   無   

 彩色が施され  

ていない部分  
素  材  名  

  

 計                                              １００％  

 

 

第  

 

四  

 

立  

 

面  

 

区                       分  割 合     

単位 (％ )  

彩色が施され 

 て い る 部 分 

 

 

色     彩  

(マンセル値) 

色  相  明  度  彩  度  

１０ＹＲ 
2.5ＧＹ 

８ 
７ 

２ 
３ 

８０ 
５ 

 点   滅   光   源  □   有        ■   無   

 屋 外 広 告 物 □   有        ■   無   

 彩色が施され  

ていない部分  
素  材  名  レンガ（無着色） １５  

 計                                              １００％  

 行為の期間   着手予定日    ○年 ○月 ○日   完了予定日     ○年  ○月  ○日  

 事前指導等の終了通知書   ○年  ○月  ○日        上都景  第○―○号  

 備考１ 該当する□内に、レ印を付すこと。 

    ２ 彩色が施されていない部分の素材名の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材

が、着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の場合にその素材名を

記載すること。  

事前指導を受けた場合のみ記入  

届出日から３０日経過しないと工事着手でき

ません。ただし事前協議が済んでいれば、届出

日から７日程度で着手できます。 


